
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜川根本町教育委員会教育総務課だより＞             令和 5年６ 月号

「新しい学校づくり」通信 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクール（ＣＳ）は、学校の運営方式の１つで、地域の皆様が学校運営に参画す

る仕組みをもつ「学校運営協議会」を設置した学校のことを言います。 

～裏面へ～ 

 

 

コミュニティ・スクールについて紹介します。 

川根本町では、昨年（令

和４年度）より、本川根中

学校区と中川根中学校区

に、それぞれ「学校運営協

議会」を立ち上げました。

令和６年４月「義務教育学

校」開校時に、ＣＳ活動が

軌道にのっていけるよう

に、ＣＳスタッフが中心と

なり、学校・地域と連携・協

働しながら進めています。 

 

ＣＳの学校応援団募集 

 

これは、先日、

全戸配付させて

いただいた「学校

応援団」ボランテ

ィア募集の通知

です。 

 

子供達の教育

活動を一層充実

させるため、地域

の皆様の支援を

必要としていま

す。ぜひ、御応募

ください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう１つのコミュニティ・スクールの機能に、「地域学校協働本部」があります。ＣＳ推進員が、

学校の要望を受け、学校の行事や授業の支援、環境整備等を支援してくださる方をさがし、学校と

地域の方をつなぎます。 

発行：川根本町教育委員会教育総務課 連絡先:：0547-58-2555 

 

ＣＳの地域学校協働本部とは？ 

  

 ～終わりに～ 

これからの学校は、児童・生徒、保護者、教職員、そして地域の方が協働し、推進することが必要不可欠で

す。ぜひ、新しい学校づくりに参画、協力していただき、子供達の未来に向けて一緒に育んでいけたらと思い

ます。 

さて、北地域の校名募集ですが、60 名の方から 43 案も御応募いただきました。ありがとうございました。

現在一次選考中です。次号で、進捗状況をお知らせします。 

～北地域学校運営協議会～ ～南地域学校運営協議会～ 

学校と地域の活動についてアイデアを出し合った熟議 

役割や CSの仕組みを共有 

学校運営、教育計画について承認 

学校運営協議会のメンバーは、 

保護者の代表、地域の方の代表（地域の有識者

など）、ＣＳディレクター（学校運営協議会をコ

ーディネートする）、ＣＳ推進員（学校と地域の

方をつなぐ）、校長先生です。任期は２年です。 

学校運営協議会でできることは 
① 校長先生が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

② 学校運営について、教育委員会または校長先生に意見

を述べることができる。 

③ 教職員の任用について、教育委員会に意見を述べるこ

とができる。 

令和５年度は、学校運営協議会を年間３回計画しています。 


